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〔
商
法
　
三
〇
〇
〕

約
束
手
形
の
振
出
人
が
時
効
の
利
益
を

放
棄
し
た
場
合
と
裏
書
人
の
遡
求
義
務

〔
判
示
事
項
〕

一
、
約
束
手
形
の
振
出
人
に
対
す
る
請
求
権
が
消
滅
時
効
に
か
か
っ
て
い

　
る
場
合
に
お
け
る
所
持
人
の
裏
書
人
に
対
す
る
償
還
講
求
権
の
帰
す
う

二
、
約
束
手
形
の
所
持
人
が
裏
書
人
に
対
し
て
償
還
請
求
し
た
場
合
に
、

　
右
裏
書
人
が
振
出
人
に
対
す
る
請
求
権
の
消
滅
時
効
を
援
用
す
る
こ
と

　
は
権
利
の
濫
用
に
あ
た
り
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例

〔
参
照
条
文
〕

　
手
形
法
七
七
条
一
項
四
号
・
七
〇
条
一
項
・
五
〇
条
一
項
、
民
法
一
条

三
項

〔
事
　
実
〕

　
訴
外
A
が
、
満
期
日
を
昭
和
五
三
年
一
〇
月
一
〇
日
と
同
年
一
一
月
一

〇
目
、
同
じ
金
額
二
百
万
円
と
す
る
本
件
約
束
手
形
二
枚
を
振
出
し
た
。

白
地
式
裏
書
方
式
に
よ
り
、
第
一
裏
書
人
B
を
経
由
し
て
、
C
が
所
持
し

て
い
る
。
C
が
そ
の
手
形
の
割
引
を
X
に
依
頼
し
、
X
は
い
っ
た
ん
こ
れ

（
難
縷
響
藷
癬
鱗
無
辮
難
九
…
七
頁
）

を
拒
絶
し
た
が
、
資
産
家
で
あ
る
Y
が
保
証
の
趣
旨
で
裏
書
す
る
こ
と
を

条
件
と
す
る
な
ら
ば
割
引
に
応
ず
る
旨
X
が
い
う
の
で
、
C
は
Y
に
裏
書

を
依
頼
し
、
Y
は
こ
れ
を
承
諾
し
、
手
形
の
第
三
裏
書
欄
に
裏
書
人
と
し

て
署
名
押
印
し
て
X
に
交
付
し
、
X
は
C
に
対
し
右
手
形
の
割
引
金
を
交

付
し
た
。

　
X
は
昭
和
五
三
年
一
〇
月
一
二
日
、
昭
和
五
三
年
一
一
月
一
一
日
に
．

本
件
手
形
そ
れ
ぞ
れ
の
呈
示
請
求
期
間
内
に
お
い
て
、
支
払
の
た
め
に
A

に
対
し
呈
示
請
求
し
た
が
、
A
が
倒
産
し
た
と
の
理
由
で
い
ず
れ
も
そ
の

支
払
は
拒
絶
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
X
は
昭
和
五
三
年
二
月
二
〇
日
、
Y

に
対
し
償
還
請
求
の
訴
を
提
起
し
た
、
そ
れ
が
本
件
訴
訟
で
あ
る
。
一
方
、

X
は
、
昭
和
五
四
年
二
月
ご
ろ
倒
産
し
た
A
会
社
に
対
し
本
件
約
束
手
形

の
債
務
の
承
認
を
求
め
、
A
か
ら
右
各
手
形
に
つ
き
債
務
の
承
認
を
得
た
。

そ
し
て
、
X
は
昭
和
五
八
年
三
月
五
日
に
A
を
再
び
訪
れ
て
、
手
形
債
務

の
承
認
を
求
め
た
、
A
は
同
日
前
回
債
務
承
認
後
手
形
法
七
〇
条
所
定
の
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振
出
人
の
時
効
期
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
右
債
務
を
負

担
し
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
債
務
の
確
認
書
を
作
成
し
、
昭
和
五
八

年
一
〇
月
一
〇
日
に
そ
の
公
正
証
書
を
作
成
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
件
訴
訟
に
お
い
て
、
Y
は
一
審
で
自
己
の
裏
書
は
偽
造

で
あ
る
と
主
張
し
、
償
還
義
務
は
な
い
と
争
っ
た
た
め
、
昭
和
五
五
年
八

月
二
八
日
に
Y
敗
訴
の
判
決
が
出
る
ま
で
一
年
九
ヶ
月
を
要
し
た
．
Y
は

不
服
、
控
訴
し
た
の
で
あ
る
。
控
訴
審
に
お
い
て
も
、
一
審
と
同
様
に
裏

書
偽
造
の
主
張
を
維
持
し
、
再
度
筆
跡
鑑
定
を
求
め
る
な
ど
し
て
訴
え
を

長
引
か
せ
、
振
出
人
の
手
形
金
請
求
権
が
時
効
に
か
か
っ
た
後
の
昭
和
五

八
年
一
月
一
八
日
の
第
七
回
口
頭
弁
論
に
お
い
て
、
本
件
手
形
の
振
出
人

の
債
務
は
消
滅
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
自
己
の
償

還
義
務
も
消
滅
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
X
は
再
抗
弁
し

た
．
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
訴
外
A
会
社
の
手
形
金
支
払
債
務
は
、
債

務
承
認
に
よ
り
、
時
効
は
中
断
し
て
い
る
。
第
二
に
、
仮
に
時
効
が
中
断

し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
Y
の
時
効
援
用
の
抗
弁
は
権
利
濫
用
に
当
り
許

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
判
旨
一
　
「
裏
書
人
に
対
す
る
遡
求
権
が
時
効
に
か
か
っ
て
い
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
振
出
人
に
対
す
る
請
求
権
が
時
効
に
か
か
っ
て
い
る
と

ぎ
に
は
、
所
持
人
は
裏
書
人
に
対
し
遡
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
と
解
す
べ
き
」
で
あ
る
。

　
判
旨
二
　
「
手
形
の
振
出
人
で
あ
る
A
は
右
各
手
形
の
所
持
人
で
あ
る

X
に
対
し
昭
和
五
八
年
三
月
五
日
す
で
に
完
成
し
た
時
効
の
利
益
を
放
棄

し
現
に
右
各
手
形
債
務
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、

同
日
よ
り
再
び
三
年
の
消
滅
時
効
期
間
の
進
行
が
開
始
し
た
も
の
と
い
う

べ
く
、
Y
が
X
に
対
し
遡
求
義
務
を
履
行
し
手
形
法
五
〇
条
に
よ
り
本
件

e
、
O
の
手
形
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、
Y
は
X
の
権
利
の
承
継
人

と
し
て
、
昭
和
五
八
年
三
月
五
日
か
ら
三
年
間
振
出
人
に
対
し
再
遡
求
す

る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
．

　
判
旨
三
「
念
の
た
め
判
断
す
る
に
、
そ
の
消
滅
時
効
の
抗
弁
は
、
権

利
の
濫
用
に
あ
た
り
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示

し
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。

〔
研
　
究
〕

　
判
旨
一
に
つ
い
て
、
約
束
手
形
所
持
人
の
振
出
人
に
対
す
る
手
形
金
請

求
権
の
消
滅
時
効
は
三
年
で
（
手
形
法
七
〇
条
一
項
、
七
七
条
一
項
八
号
）
、
裏

書
人
に
対
す
る
遡
求
権
の
時
効
は
一
年
で
あ
る
か
ら
（
手
形
法
七
〇
条
二
項
、

七
七
条
一
項
八
号
）
、
通
常
は
遡
求
権
が
先
に
時
効
消
滅
す
る
の
で
あ
る
．

し
か
し
、
裏
書
人
に
対
し
て
時
効
が
中
断
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
振
出

人
に
対
す
る
請
求
権
が
先
に
時
効
に
か
か
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

主
た
る
債
務
者
で
あ
る
振
出
人
に
対
す
る
請
求
権
が
時
効
消
滅
し
た
場
合

に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
遡
求
権
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
が
判
旨
一
の
問
題
点
で
あ
る
．

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
通
説
は
、
1
、
主
た
る
債
務
が
時
効
消
滅
し
た
手

形
は
、
も
は
や
完
全
な
い
し
健
全
な
手
形
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
主

債
務
の
消
滅
後
も
遡
求
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
有
効
な
手
形
の
受
戻
に
よ

る
再
遡
求
あ
る
い
は
手
形
金
請
求
を
前
提
と
し
て
い
る
手
形
法
五
〇
条
一
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項
の
趣
旨
に
反
す
る
。
2
、
遡
求
義
務
に
は
第
二
次
性
、
す
な
わ
ち
、
主

た
る
債
務
へ
の
従
属
性
が
認
め
ら
れ
る
。
3
、
所
持
人
が
手
形
金
請
求
権

の
時
効
中
断
を
怠
り
、
主
た
る
債
務
者
へ
の
責
任
追
及
を
不
可
能
に
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
所
持
人
が
不
利
益
を
受
け
て
も
仕
方
が
な
い
。
4
、
主

債
務
者
の
時
効
消
滅
に
よ
る
所
持
人
の
損
失
は
、
利
得
償
還
請
求
権
に
よ

っ
て
救
済
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
て
、
主
債
務
の

時
効
消
滅
に
よ
っ
て
遡
求
義
務
者
の
責
任
が
消
滅
す
る
と
解
す
る
の
で
あ

る
（
田
中
耕
太
郎
・
手
形
法
小
切
手
法
概
論
一
九
一
頁
、
竹
田
省
三
・
手
形
法
小
切

手
法
六
九
頁
、
大
隅
健
一
郎
・
手
形
法
小
切
手
法
講
義
五
九
頁
、
田
中
誠
二
・
手
形

法
小
切
手
法
詳
論
上
巻
二
六
二
頁
、
鈴
木
竹
雄
・
手
形
法
小
切
手
法
三
〇
八
頁
、
大

隅
健
一
郎
”
河
本
一
郎
・
注
釈
手
形
法
小
切
手
法
三
九
二
頁
、
高
鳥
正
夫
・
手
形
法

小
切
手
法
（
改
訂
版
）
一
六
〇
頁
）
。
判
例
も
従
来
か
ら
ほ
ぽ
同
様
な
態
度
を

と
っ
て
き
て
い
る
（
大
判
昭
和
八
年
四
月
六
日
民
集
二
一
巻
五
五
輔
頁
、
同
昭
和

八
年
一
〇
月
一
六
日
法
学
三
巻
三
号
三
四
二
頁
、
同
昭
和
二
一
年
八
月
一
六
日
新
聞

四
一
八
号
一
二
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
一
年
四
月
九
日
判
例
時
報
八
二
八
号
八
五
頁
、

東
京
高
判
昭
和
五
二
年
一
二
月
一
九
日
金
融
商
事
五
四
九
号
三
二
頁
、
東
京
高
判
昭

和
五
三
年
二
月
二
八
日
判
例
時
報
八
九
六
号
七
五
頁
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
説
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
理
由
を
も
っ
て
反
対
す

る
説
も
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
1
、
主
債
務
の
時
効
消
滅

は
．
支
払
、
免
除
の
よ
う
に
手
形
本
来
の
目
的
を
果
す
も
の
で
は
な
い
か

ら
、
遡
求
義
務
と
の
間
に
は
、
一
般
の
主
債
務
と
保
証
債
務
と
の
よ
う
な

主
従
関
係
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
成
立
に
お
い
て
、
一
つ
の
無
効
が

他
の
効
力
に
全
く
影
響
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
存
続
上
も
別
に
解
す

べ
ぎ
理
由
は
な
い
。
3
、
手
形
法
五
〇
条
に
い
う
「
手
形
」
は
、
そ
の
外

観
上
手
形
た
る
形
式
を
有
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
っ
て
主
債
務
を
化
体
し

て
い
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
、
償
還
請
求
上
、
手
形
の
引
渡
を
必
要
と

す
る
の
は
二
重
弁
済
の
危
険
を
避
け
、
か
つ
さ
ら
に
再
遡
求
の
た
め
の
便

宜
を
供
す
る
こ
と
に
よ
る
（
青
木
徹
二
・
改
正
手
形
法
論
一
八
三
頁
、
伊
沢
孝

平
・
手
形
法
小
切
手
法
二
二
三
頁
、
本
間
輝
雄
・
手
形
法
小
切
手
法
一
五
九
頁
、
塩

田
親
文
・
商
事
法
務
八
六
八
号
二
九
頁
、
大
塚
龍
児
・
民
商
法
雑
誌
八
九
巻
一
号
八

一
頁
、
田
辺
光
政
・
霊
≦
零
ぎ
。
一
八
号
九
七
頁
）
。

　
判
旨
一
は
従
来
の
通
説
・
判
例
の
見
解
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
を
議
論
の
前
提
と
し
て
、
判
旨
二
の
見
解
を
展
開
し
た
の
で
あ

る
。

　
遡
求
と
は
、
手
形
が
満
期
に
支
払
が
な
い
と
き
、
手
形
所
持
人
は
、
そ

の
手
形
を
流
通
せ
し
め
た
振
出
人
（
為
替
手
形
・
小
切
手
の
場
合
）
や
裏

書
人
に
対
し
手
形
金
そ
の
他
の
費
用
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
対
価
を
得
て
手
形
を
流
通
せ
し
め
た
振
出
人
や
裏
書
人
に
対
す
る

い
わ
ば
環
疵
担
保
責
任
を
手
形
法
的
に
法
定
化
し
た
も
の
と
い
え
る
．

　
遡
求
原
因
が
発
生
し
、
遡
求
条
件
が
充
足
さ
れ
る
と
、
遡
求
義
務
者
は
、

主
た
る
債
務
者
と
と
も
に
所
持
人
に
対
し
て
、
合
同
し
て
遡
求
金
額
を
償

還
す
る
責
任
を
負
う
（
四
七
条
一
項
）
。
遡
求
義
務
者
の
遡
求
義
務
は
、
前

者
た
る
署
名
者
に
対
す
る
再
遡
求
あ
る
い
は
主
債
務
者
に
対
す
る
最
終
的

請
求
を
引
当
て
と
す
る
一
時
的
で
従
属
的
な
出
掘
義
務
で
あ
り
、
真
正
連

帯
債
務
の
よ
う
な
独
立
で
平
等
な
債
務
で
は
な
い
．
す
な
わ
ち
、
合
同
責

任
と
い
っ
て
も
従
属
的
構
造
に
な
る
も
の
で
あ
る
．
そ
し
て
、
再
遡
求
と
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主
債
務
者
に
最
終
的
に
請
求
が
で
き
る
た
め
に
、
遡
求
を
受
け
た
遡
求
義

務
者
は
、
償
還
と
引
換
に
、
手
形
証
券
な
ど
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
（
五
〇
条
一
項
）
。
償
還
に
当
っ
て
の
手
形
受
戻
し
は
、
支
払
に
当

っ
て
の
受
戻
し
（
三
九
条
一
項
）
と
異
な
り
、
単
な
る
引
換
給
付
の
抗
弁
の

問
題
で
は
な
く
、
有
効
な
証
券
を
受
戻
し
て
前
者
に
対
す
る
再
遡
求
権
を

取
得
す
る
こ
と
が
、
償
還
の
効
力
要
件
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
効
な

手
形
証
券
を
回
収
で
き
な
い
場
合
に
は
償
還
を
拒
み
う
る
と
い
う
結
論
に

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
、
本
件
の
よ
う
に
、
所
持
人
が
時
効
中

断
を
怠
っ
て
、
主
債
務
者
に
対
す
る
権
利
に
つ
い
て
消
滅
時
効
が
完
成
し

た
場
合
は
、
遡
求
義
務
者
が
償
還
を
し
て
も
つ
ね
に
時
効
が
援
用
さ
れ
て
、

主
債
務
者
に
対
す
る
請
求
は
で
き
な
い
か
ら
、
遡
求
義
務
者
も
こ
れ
を
理

由
に
償
還
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
、
遡
求
義
務
の
従
属
性
と
手
形
法
五
〇
条
一
項
の
趣
旨
に
つ
い
て

の
検
討
か
ら
．
遡
求
義
務
者
に
所
持
人
の
主
債
務
者
に
対
す
る
時
効
の
援

用
が
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
判
旨
一
に
つ
い
て
肯
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
．

　
判
旨
二
に
つ
い
て
、
本
件
判
旨
に
は
、
主
債
務
者
A
の
時
効
利
益
の
放

棄
に
よ
り
A
の
債
務
が
所
持
人
X
に
対
し
て
時
効
消
滅
し
て
い
な
い
限
り
、

時
効
の
中
断
さ
れ
て
い
る
遡
求
義
務
者
Y
の
債
務
も
消
滅
し
て
は
い
な
い

と
の
判
断
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
．
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
判
旨
の
判

断
に
対
す
る
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
．
一
つ
は
、
遡
求
を

受
け
た
遡
求
義
務
者
は
償
還
義
務
の
履
行
に
よ
っ
て
、
手
形
譲
渡
前
の
地

位
が
回
復
さ
れ
、
本
来
所
持
す
る
手
形
権
利
が
復
活
す
る
に
す
ぎ
な
い
か

ら
、
遡
求
権
者
の
権
利
と
異
な
り
、
遡
求
権
者
の
時
効
利
益
に
つ
い
て
は

遡
求
義
務
者
の
援
用
は
当
然
認
め
ら
れ
な
い
．
も
う
一
つ
は
、
手
形
法
七

一
条
の
規
定
の
障
阻
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
形
時
効
に
つ
い
て
は
、
時

効
の
中
断
は
、
そ
の
中
断
の
事
由
が
生
じ
た
者
に
対
し
て
の
み
そ
の
効
力

を
生
ず
る
と
七
一
条
に
定
め
が
あ
る
．
と
こ
ろ
で
、
こ
の
規
定
は
債
務
者

の
み
な
ら
ず
、
債
権
者
に
つ
い
て
も
適
用
を
認
め
る
と
解
す
る
通
説
的
見

解
が
な
さ
れ
て
い
る
（
大
隅
”
河
本
・
注
釈
手
形
法
小
切
手
法
三
九
五
頁
）
．
こ

の
立
場
に
よ
る
と
、
本
件
に
は
、
X
・
A
間
で
時
効
中
断
事
由
が
生
じ
た

場
合
、
中
断
の
効
力
は
、
X
・
A
間
で
の
み
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
Y
が
X

か
ら
手
形
を
受
戻
し
て
も
、
Y
は
A
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
の
時
効
中

断
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
結
果
に
な
る
。

　
前
述
の
通
り
、
確
か
に
、
遡
求
を
受
け
た
遡
求
者
は
有
効
な
手
形
を
受

戻
す
こ
と
が
償
還
の
効
力
要
件
で
あ
る
か
ら
、
有
効
な
手
形
を
受
戻
す
こ

と
に
よ
っ
て
手
形
上
の
権
利
者
と
な
る
。
遡
求
義
務
者
が
手
形
上
の
権
利

者
に
な
る
こ
と
は
い
か
な
る
構
成
に
よ
る
か
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
．
償

還
に
よ
り
手
形
の
受
戻
し
を
新
た
な
手
形
取
得
行
為
と
み
て
、
遡
求
義
務

者
は
遡
求
権
者
か
ら
権
利
を
承
継
取
得
す
る
と
構
成
す
る
、
権
利
再
取
得

説
が
あ
る
．
新
た
な
手
形
取
得
行
為
と
み
ず
、
手
形
の
返
還
に
よ
り
、
手

形
譲
渡
前
の
地
位
が
回
復
さ
れ
、
本
来
所
持
す
る
手
形
権
利
が
復
活
す
る

と
構
成
す
る
、
権
利
復
活
説
が
あ
る
。
後
者
の
権
利
復
活
説
は
さ
ら
に
次

の
よ
う
な
二
つ
の
見
解
に
分
れ
、
一
つ
は
併
存
説
で
あ
り
、
そ
れ
は
裏
書

人
は
裏
書
に
よ
り
そ
の
権
利
を
失
う
も
の
で
は
な
く
、
裏
書
人
の
権
利
と

被
裏
書
人
の
権
利
は
併
存
す
る
、
た
だ
手
形
を
所
持
し
な
い
結
果
と
し
て

そ
の
行
使
を
妨
げ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
、
従
っ
て
手
形
の
受
戻
に
よ
っ
て
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再
び
行
使
が
で
き
る
に
な
る
と
す
る
。
も
う
一
つ
は
条
件
説
で
あ
り
、
そ

れ
は
裏
書
に
よ
る
権
利
の
移
転
は
解
除
条
件
付
で
あ
り
、
受
戻
を
成
就
条

件
と
解
し
、
受
戻
に
よ
り
当
然
に
権
利
は
裏
書
人
に
復
帰
す
る
と
す
る
．

そ
し
て
、
こ
の
権
利
復
活
説
の
立
場
は
、
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
一
九
世
紀

後
半
か
ら
（
一
八
七
八
年
八
月
二
一
日
の
ラ
イ
ヒ
高
等
商
事
裁
判
所
の
連

合
判
決
以
来
）
、
す
べ
て
の
判
例
及
び
多
く
の
学
説
に
お
い
て
確
定
的
な

も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
、
日
本
に
お
い
て
も
通
説
的
見
解
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
近
時
の
目
本
で
は
、
反
対
に
権
利
再
取
得
説
が
通
説
で
あ
る

（
小
橋
一
郎
「
手
形
を
受
戻
し
た
裏
書
人
の
権
利
に
関
す
る
法
律
構
成
論
」
阪
大
法
学

四
号
二
六
頁
、
伊
沢
和
平
「
手
形
の
遡
求
に
お
け
る
償
還
者
の
地
位
e
法
学
協
会
雑

誌
九
四
巻
五
号
六
一
一
頁
参
照
）
。

　
し
か
し
、
権
利
復
活
説
に
対
し
次
の
よ
う
な
適
切
な
批
評
が
な
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
併
存
説
の
立
場
に
立
つ
と
、
結
局
裏
書
人
の
権
利
と

被
裏
書
人
の
権
利
の
併
存
或
は
共
有
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
は
、
裏
書
は
手
形
上
の
権
利
の
譲
渡
行
為
で
あ
り
、
裏
書
に
よ
っ
て

手
形
上
の
一
切
の
権
利
は
裏
書
人
か
ら
被
裏
書
人
に
移
転
し
、
被
裏
書
人

が
手
形
上
の
権
利
者
と
な
る
と
い
う
裏
書
の
権
利
移
転
の
本
質
に
反
す
る
、

と
同
時
に
、
手
形
法
に
お
い
て
禁
忌
と
す
ぺ
き
手
形
関
係
の
複
雑
化
を
惹

起
す
る
虞
れ
が
あ
る
か
ら
是
認
し
え
な
い
（
竹
田
省
三
．
手
形
法
小
切
手
法
五

一
頁
、
藤
井
昭
治
「
受
戻
裏
書
人
の
地
位
に
関
す
る
若
干
の
問
題
」
和
歌
山
大
学
経

済
理
論
四
八
号
三
八
頁
）
。

　
そ
し
て
、
条
件
説
に
対
し
て
は
、
裏
書
は
本
来
単
純
な
る
こ
と
を
要
求

さ
れ
て
お
り
従
っ
て
権
利
の
条
件
付
移
転
は
裏
書
の
非
条
件
性
と
矛
盾
す

る
（
竹
田
省
三
前
掲
一
七
七
頁
、
藤
井
昭
治
前
掲
三
九
頁
）
。

　
さ
ら
に
、
償
還
に
よ
る
手
形
の
受
戻
を
権
利
復
活
説
の
よ
う
に
考
え
、

そ
の
上
に
手
形
法
七
一
条
を
前
述
通
説
の
よ
う
に
考
え
合
せ
る
と
、
遡
求

義
務
者
の
権
利
と
遡
求
権
者
の
権
利
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
存
す
る
か
ら
、

時
効
も
別
個
に
成
立
す
る
。
時
効
中
断
事
由
も
個
別
的
に
構
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
同
法
七

〇
条
一
項
の
規
定
の
説
明
が
困
難
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
同
項
に
は
、

主
た
る
債
務
者
に
対
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
そ
の
権
利
者
は
所
持
人
か

裏
書
人
か
誰
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
満
期
か
ら
一
律
三
年
で
時
効
に
か
か

る
と
定
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
手
形
は
遡
求
権
者
に
所
持
さ
れ
て
い
る
、

遡
求
義
務
者
た
る
裏
書
人
は
手
形
を
受
戻
さ
な
い
と
手
形
の
権
利
行
使
は

で
き
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
は
進
行
す

る
．
そ
の
進
行
に
対
し
遡
求
義
務
者
は
中
断
す
る
手
段
は
皆
無
で
あ
る
。

こ
れ
は
時
効
制
度
の
精
神
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
七
一
条
に
規
定
す
る
、
中
断
事
由
が
生
じ
た
者
に

対
し
て
の
み
時
効
中
断
の
効
力
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
債
務
者
に
つ

い
て
の
み
あ
て
は
ま
る
、
債
権
者
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
と
解
す
べ
き
、

前
述
通
説
の
考
え
は
と
れ
な
い
．
そ
し
て
、
遡
求
義
務
者
は
償
還
の
履
行

に
よ
っ
て
手
形
権
利
者
に
な
る
こ
と
は
、
遡
求
権
者
か
ら
の
権
利
承
継
に

よ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
．
従
っ
て
、
手
形
を
受
戻
し
た
遡
求
義
務

者
は
、
所
持
人
が
中
断
し
て
お
い
た
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
鈴
木
竹
雄
・
前
掲
三
〇
八
頁
以
下
、
前
田
庸
・
手
形
法
小
切
手
法
入
門
三
二
二
頁

以
下
、
大
塚
龍
児
・
民
商
法
雑
誌
八
九
巻
一
号
七
八
頁
、
林
侑
・
判
例
評
論
二
九
九
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号
四
三
頁
）
。

　
本
判
決
は
、
振
出
人
で
あ
る
A
は
所
持
人
X
に
対
し
、
完
成
し
た
時
効

の
利
益
を
放
棄
し
、
手
形
債
務
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で

あ
り
、
Y
が
X
に
対
し
遡
求
義
務
を
履
行
し
て
、
Y
が
手
形
の
受
戻
に
よ

り
、
時
効
の
利
益
が
放
棄
さ
れ
た
権
利
を
X
か
ら
承
継
し
、
こ
れ
を
A
に

対
し
行
使
で
き
る
と
の
判
断
も
妥
当
と
い
え
る
。

　
判
旨
三
に
つ
い
て
、
本
判
決
の
結
論
に
導
く
た
め
に
以
上
判
旨
一
、
判

旨
二
の
理
論
構
成
で
可
能
か
つ
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
判
旨
は
蛇

足
的
に
判
旨
三
の
判
断
が
な
さ
れ
、
本
件
Y
の
消
滅
時
効
の
抗
弁
は
権
利

の
濫
用
に
あ
た
り
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
理
由
は
Y
の
異
常
な
訴
訟
の
長
期
間
引
き
延
ば
す
戦
法
に
よ

り
、
X
の
A
に
対
す
る
時
効
が
か
か
っ
た
の
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
Y
が

故
意
に
主
債
務
に
つ
い
て
の
時
効
中
断
の
機
会
を
逸
せ
し
め
た
こ
と
で
あ

る
。　

し
か
し
、
主
た
る
債
務
に
つ
い
て
の
時
効
中
断
は
、
所
持
人
が
遡
求
権

行
使
の
前
提
要
件
と
し
て
、
自
ら
果
す
べ
き
こ
と
で
、
一
般
に
遡
求
義
務

者
に
対
す
る
関
係
で
主
債
権
を
保
存
す
る
義
務
を
負
う
わ
け
で
は
な
い
か

ら
、
訴
訟
が
引
き
延
ば
さ
れ
、
長
期
化
に
な
っ
た
だ
け
で
、
Y
に
は
信
義

則
違
反
が
導
か
れ
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

　
結
論
と
し
て
、
本
判
旨
の
結
論
は
賛
成
で
あ
る
が
、
判
旨
三
に
つ
い
て

だ
け
は
疑
問
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黄
　
　
清
渓
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